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ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について（依頼） 

 

 

このことについて，別添のとおり関係機関へ通知したので送付します。ついては，所属

団体等への周知についてよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

連絡先 

技術指導係 

電話 099－286－3515（直通） 

殿 





 

令和７年８月 14 日 

 

各地域振興局建設部長 

北薩地域振興局建設部甑島支所長 

各支庁建設部長 

各支庁事務所建設課（係）長 

 

技術管理室長 

 

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について（通知） 

 

このことについて，令和６年６月 28 日付けでまん延防止に努めるよう通知しているとこ

ろですが，今般新たに志布志市においても発生が確認されたことから，令和７年８月８日

付けで廃棄物・リサイクル対策課長からまん延防止対策に取り組むよう依頼がありました。 

ついては，ヤスデ発生地区で土や樹木等の移動が必要な工事については，特記仕様書に

おいて施工条件を明示するとともに，ヤスデの棲息が確認された場合は，別添「ヤンバル

トサカヤスデのまん延防止対策について」を参考にまん延防止対策を検討し，市町村の環

境部局と協議を行い，まん延防止に努めてください。 

また，まん延防止対策にかかる費用については，共通仮設費準備費の工事施工上必要な

準備作業として積み上げ計上してください。 

なお，市町村および関係団体へは，当室から別途送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

技術指導係 

無線 8-311-7-3516 

 

殿 



（別添） 

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 

 

１ 土・樹木等の措置 

⑴ 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。 

⑵ 廃棄樹木等については，一般廃棄物，産業廃棄物が取扱い可能な焼却施設で焼却処

理する。 

一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設，業の許可を有している民間焼却施設 

産業廃棄物：業の許可を有している民間焼却施設 

 

２ 工事区域周辺部の措置 

周辺部への拡散を防止するため，周辺部に薬剤散布等の措置を行う。 

 

３ やむを得ず，土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置 

⑴ 薬剤処理・薫蒸処理後，搬出する。 

⑵ 薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は，付着土壌の除去，目視除去後，搬出す

る。 

 

４ 発生地区に搬入した建設機材や農・林業工作機械の措置 

付着土壌の除去並びに薬剤処理後，搬出する。 

 

５ 未発生地区での措置 

発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は，上記

３，４の措置が講じられているかを確認する。 

 

※ 奄美群島以外でヤンバルトサカヤスデの発生が確認されている地区 

    Ｈ11：南九州市（旧頴娃町，旧知覧町）， 

    Ｈ14：指宿市（旧山川町），屋久島町（旧屋久町） 

    Ｈ15：鹿児島市（旧吉田町），日置市（旧吹上町），枕崎市 

    Ｈ16：鹿児島市 

    Ｈ17：指宿市 

        Ｈ22：出水市，南さつま市 

    Ｈ25：霧島市，阿久根市 

    Ｈ26：鹿屋市，姶良市 

        Ｈ29：長島町 

    Ｒ03：西之表市，中種子町，錦江町 

    Ｒ04：肝付町，薩摩川内市，いちき串木野市，南大隅町 

    Ｒ06：大崎町 

    Ｒ07：志布志市 
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